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はじめに  

 
ジメチルエーテル（ＤＭＥ）は、天然ガス等から合成ガスを経て製造され、ＬＰ

ガスに類似した物性を有する液化ガスである。常温常圧ではガス体であるが、加圧

あるいは低温、いずれかによって簡単に液化することから、輸送時は液体、消費時

はガス体になり、また、硫黄分を含まず、環境性にも優れることから、クリーンな

新しい分散型燃料としての可能性を有している。 
現在、ＤＭＥは、エアゾール用噴射剤等として、日本で１万トン／年、世界で１

５万トン／年程度使用されているが、近年、合成技術の進歩に伴い、製造コストが

低減してきたことにより、燃料用としての供給が可能になりつつあり、ＤＭＥ開発

の各種プロジェクトが本格的に始動し、２００５～６年頃には、日本への輸入も予

定されている。 
ＤＭＥは、ＬＰガスの流通インフラが転用可能とみられ、ＬＰガス業界が流通を

担う可能性が大きいことに加え、サウジアラビア・アラムコ社のＣＰ（通告価格）

への牽制等ＬＰガスの供給安定にも資する、天然ガスの利用拡大により我が国エネ

ルギー供給先の多様化に資する、新たな需要開拓の可能性があるなど、ＬＰガス業

界にとって、ＤＭＥ導入の意義は大きいと考えられるが、他方、ＤＭＥ特有の保

安・技術的課題等も指摘されている。 
このため、燃料用ＤＭＥの実用化に向け、ＬＰガス業界における知見をもとに、

ＤＭＥ導入の意義、供給・流通・利用それぞれにおける可能性、保安・技術的課題

等について検討を行い、導入に向けての考え方等、今後の政策提言をとりまとめる

こととした。 
 
 

第１章 ＤＭＥの概要と導入の意義 

 
１．ＤＭＥの概要 
ＤＭＥは、天然ガス等から合成ガスを経て製造され、発熱量は低いものの、硫黄

分が含まれておらず、環境面で優れていること、物性がＬＰガスと類似しているの

でＬＰガスインフラの利用可能性があること、都市ガスと同様の燃焼性があること

などの特性を有している。 
ＩＥＡでは、ＤＭＥが、天然ガス、石炭、バイオマス等から製造され、用途も、

発電用、民生用、ディーゼルエンジン用、燃料電池用等多岐にわたり、また、取扱

いはＬＰガスのように簡便であるとして、マルチソース、マルチ用途の未来燃料と

位置付けている。 
ＤＭＥの導入は、ＬＰガス業界にとってのみならず、需要家にとっても、エネル

ギー選択の幅が広がるなど、国民経済的にも様々な意義が想定される。 
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２．ＬＰガスの供給安定化 
我が国のＬＰガスは、供給の約８割を輸入に依存し、かつ輸入の約８割を中東に

依存しているため、需給面・価格面におけるリスクを軽減するための安定化策が重

要となっている。 
需給面では、中国、インド等のアジア諸国において、所得水準の上昇に伴い、分

散型燃料としてのＬＰガスの需要が急増しつつあり、アジアにおける需給をタイト

化させている。また、ＬＰガスは、石油精製、原油・天然ガス生産の副産物であり、

主目的生産物ではないことから、供給は、石油・天然ガス生産に大きく左右される

ことになる。 
価格面では、特に、９４年に、サウジアラビアのアラムコ社のＬＰガス価格決定

方式が、ＣＰ（通告価格）制度に移行して以来、アジア市場は、需給タイト化を背

景に、サウジアラビアの価格主導力の下、他燃料と比べて著しい独歩高になってき

ており、最近のエネルギー間競合の中で、競争力上大きな問題となっている。 
このため、「ＬＰガス供給問題研究会」では、ＬＰガスの開発輸入、供給地多様化

等の対策と並べ、ＤＭＥの利用・開発についても、ＬＰガスの需給緩和、価格競争

力の改善、産ガス国に対する交渉力向上に資するとして、その推進を提言している。 
ＤＭＥの原料となる天然ガスは、我が国近隣のアジア太平洋等においてかなり賦

存しており、また、ＬＮＧは、大規模設備が必要になるのに対して、ＤＭＥは、中

小ガス田からでも生産でき、供給地多様化、エネルギーセキュリティにも資する。

また、ＤＭＥは、石油・天然ガス生産に左右されず、天然ガス田から単体として生

産できるので、ＬＮＧ同様、生産－輸送－消費のチェーンとして、ＤＭＥ独自の需

要に応じた供給が可能であり、ＬＰガスの需給上の問題であった供給のボトルネッ

クが解消されることになる。 
 

３．天然ガスの利用 
天然ガスは、我が国近隣のアジア太平洋等においてかなり賦存しており、エネル

ギーセキュリティ、環境対策などの観点からも、その利用拡大が政策課題となって

いる。 
しかし、天然ガスは、液化するのに－１６２℃の極低温に冷却する必要があり、

輸送に大規模な設備を要する他、国内での利用についても、常温では液体にならな

いため、分散型エネルギーとしての利用は難しい。このため、世界的には、天然ガ

スから、ガソリン、軽油等の製造を目的とするＧＴＬ技術（注）の開発が進展してい

る。 
ＤＭＥは、ナフサあるいは天然ガスを原料とするメタノールを脱水することで製

造され、エアゾール用噴射剤等として使用されていたが、近年の世界的なガス田開

発の機運、ＧＴＬ技術の発展により、燃料としての利用が注目され、発展し始めた

とみられる。 
 （注）ガス体燃料から液体燃料を製造する技術で、通常天然ガス（メタン）から灯油、軽油等の液 

      体燃料を製造する技術。「Ｇａｓ ｔｏ Ｌｉｑｕｉｄ」の略。 
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４．ＬＰガスインフラの活用 
ＤＭＥは、ゴム、プラスチック等に対する膨潤作用の問題が指摘されているもの

の、ＬＰガスと類似の液化ガス燃料として、ＬＰガスインフラの活用の可能性が高

く、オーシャンタンカー（外航船）、輸入基地、コースタルタンカー（内航船）、２

次基地、タンクローリ、充填所、スタンド等、それぞれの設備が、利用可能になる

ことが期待されている。 
天然ガスをＬＮＧにして日本まで輸送するのに比べ、ＤＭＥは、必要設備投資が

はるかに小さく、輸送コストが安価であり、供給・輸送の小回りが利くなど、ＬＮ

Ｇに対して十分な競争力を持ち得る、新しい液化ガス燃料である。 
ＤＭＥは、このように、ＬＰガスインフラの活用の可能性が高いことから、ＬＰ

ガス業界が流通を担う可能性があるのみならず、将来的に、総合エネルギー企業へ

の脱皮を目指そうとするＬＰガス業界にとって、ＬＰガス設備・ノウハウを活かし

つつ取り扱う新しいエネルギーの候補となり得ると考えられる。 
 
５．新たな需要開拓 
ＤＭＥは、常温常圧ではガス体であるが、加圧あるいは低温、いずれかによって

簡単に液化するという、ＬＰガスに類似した液化ガスとしての物性を持つ。輸送時

は液体、消費時はガス体になるというＤＭＥの物性は、ＬＰガスと同様、島国で平

地が少ない我が国の地勢に適した分散型燃料になり得る。 

また、ＤＭＥは、セタン化が高く、ＰＭ（粒子状物質）を排出せず、硫黄を含ま

ないため、理想的なディーゼル燃料となり得る。更に、ＤＭＥは、燃料電池用燃料

として、反応温度が低いため、天然ガスやガソリンなどに比べて装置が小さくなり、

運転性も良好であるとみられ、将来の燃料電池自動車や家庭・業務用の燃料電池コ

ジェネの燃料として有望である。 

 
６．原料の多様化 

ＤＭＥは、一酸化炭素と水素の合成ガスから製造されるため、天然ガスからのみ

ならず、バイオマス、産業廃棄物、石炭等、改質反応によって合成ガスを作ること

のできる様々な材料を原料とすることができ、将来は、再生可能エネルギーとして

の位置付けもできると期待されている。また、ガス田では、一般にエタンも得られ

るが、圧力が非常に高く輸送が困難であり、十分に利用されていない場合も多いが、

将来的には、エタンもＤＭＥの原料にすることも考えられる。 

 
 

第２章 物性と利用の現状 

 
１．基礎物性 
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ＤＭＥの沸点は－２５℃で、－４２℃のプロパンと０℃のブタンの中間的な値で、 
常温常圧ではガス体であるが、６気圧程度の加圧あるいは低温、いずれかによって

簡単に液化する。 
ＤＭＥの液密度（０.６７、２０℃）は、プロパンの１.４倍、ブタンの１.２倍、 

軽油の０.８倍である。発熱量（１４,２００kcal/Nm3、６,９００kcal/kg）は、容積

当たりでは、ＬＰガスの８割強、軽油の５割強であり、重量当たりでは、ＬＰガス

の６割、軽油の７割であり、輸送・貯蔵では、物流コストが大きくなるとみられる。 
 
２．燃焼性 
 ＤＭＥを、燃焼器具に一番よく用いられる「部分予混合燃焼方式」（注１）のＬＰガ

ス仕様の機器（ガステーブル等）で燃焼させる場合、理論空燃比がプロパンの６０ 

％のため空気が多過ぎ、ウォッベ指数（注２）がプロパンの７０％のため炎が短くなり、

また、燃焼速度がプロパンの１.２倍速いため逆火を起こしやすい。従って、燃料ノ

ズル径を大きくするか、ノズル数を増やして一次空気吸引量を絞る必要がある。し

かし、新規にバーナを製作する場合には、一次空気が０の状態でもすすが発生しな

いため、使用できる空気比の幅が広く、設計が容易である。 

 「全二次空気燃焼方式」（注３）のＬＰガス仕様機器（工業炉等）での燃焼では、す

すを発生しないので良好な燃焼状態が得られるが、工業用加熱炉の場合は、輝炎輻

射（注４）による加熱効果が低下する。 

 「全一次空気燃焼方式」（注５）のＬＰガス仕様機器（面燃焼暖房機器等）での燃焼

では、一次空気供給は容易になるが、ＬＰガスに比べ若干逆火が起こりやすい。 

 なお、ＤＭＥは、天然ガスには近い燃焼性であり、天然ガス仕様の機器をそのま

ま使用することもできるが、燃焼速度、空燃比が違うため一番良い燃焼状態とは言

えない。 

 （注１）少量の空気と燃料を予め混合した混合気を供給し、燃焼時に周辺の空気（酸素）を取り入 

     れて完全燃焼させる燃焼で、本質的には拡散燃焼を行わせる燃焼。 

 （注２）ガス体燃料の燃焼装置における、ガス体燃料種の互換性に関する指標で、燃料の総発熱量 

    Ｈとガス比重γ（空気＝１）により、次式で定義される。 

          ウォッベ指数Ｗｏ＝Ｈ／√γ 

     ウォッベ指数が同じであれば、同一の燃焼装置に同じ圧力で燃料が供給されるとき、熱量  

    は変わらない。 

 （注３）燃料と空気を供給し、燃焼室で混合させながら燃焼させる方式。 

 （注４）燃料が分解してできた細かい炭素粒（すす）が光っている状態の炎による輻射。 

 （注５）予め燃料と空気を混合して可燃混合気を作り、燃料させる方式。 

  
３．安全性 
 ＤＭＥは、空気に触れた状態（酸素存在下）では、極めて少量ではあるが、爆発

する可能性のある過酸化物が生成すること、ＤＭＥに混入する不純物の種類によっ

ては分解爆発を引き起こす可能性があること、ＤＭＥの爆発範囲は３.４～１８ｖｏ
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ｌ％と、プロパンの２.２～９.５ｖｏｌ％、ブタンの１.９～８.５ｖｏｌ％より広

いことなどの特徴がある。 

  したがって、保安面の検討に当たっては、熱や衝撃が加わる可能性、静電気が発

生する可能性、不純物の混入の可能性、混入がＤＭＥの分解などにつながる可能性、

酸化物を生成する可能性、あるいは容器材質の問題等に対して、取扱い条件を想定

し、それに対する危険要因をあげ、発火や爆発などの危険性について、検討する必

要がある。 

 火災時の措置は、一般化学品の場合と同様で、放水するか、粉末あるいは炭酸ガ

ス消火器を使用する。容器及び周囲に散水し、可能であれば容器を速やかに安全な

場所に移動する。 

 

 ４．化学的安全性 

 ＤＭＥは、エアゾール用噴射剤としての使用に先だって、各種毒性について安全

性が確認されている。ガン原生、生殖毒性も、種々の実験がなされているが、発症

事実は報告されておらず、催奇形性についても報告されていない。有害物質の生成

に関しては、発ガン性物質であるビスクロロメチルエーテルの生成はなく、過酸化

物の生成も極めて少ない。皮膚や眼に対する気体状態での刺激性は、不快感、催涙、

視野がぼける等の刺激がある。また、大量、定常的な取扱いに対する基準は、未整

備である。 

  なお、化学的には、４００℃においても不活性雰囲気であれば安定であり、中性、

希薄な酸性およびアルカリ性溶液においても安定である。 

  

５．環境性 
 ＤＭＥは、酸素含有率が３５％と高く、無煙にて燃焼する他、硫黄分、窒素分を

含まない等、クリーンなガス体エネルギーである。大気中での分解時間は、数十時

間程度であり、温室効果やオゾン層破壊の懸念はないと考えられる。降雨による

ウォッシュアウト（大気中に上昇した物質が降雨により地上に降りてくる）は、ご

く微量である。生分解性は少ない。ＣＯ２排出量については、製造技術の確立ととも

に、評価する必要がある。 
   
６．シール材の問題 
ＤＭＥは、金属に対しては何ら影響を及ぼさないが、ゴム、プラスチック等の有 

機材料に対して溶媒作用を持つ。 
 ＬＰガスインフラでは、多くの箇所に、パッキン、ガスケット、ゴムリング等が

使用されている。家庭・業務用ＬＰガス設備には、ねじ継ぎ手が多く使われており、

その部分のシールには、シールテープ（ＰＴＦＥ（注１））が使われている。シール材

の構成材料は、使用圧力、耐薬品性、耐熱性、耐寒性等により、様々なものが用い

られ、膨張黒鉛、ＰＴＦＥ、石綿、金属、その他無機材料、ゴム材（ＮＢＲ（注２）、

ＦＫＭ（注３））がある。 
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 ＬＰガスインフラの転用に当たっては、ゴム等の耐ＤＭＥ性が問題となる可能性

があるため、材料探索を行うとともに、静的な試験として浸漬試験、動的な試験と

して最終的には実機試験が必要となる。なお、試験は、第３成分（水、メタノー

ル）が含まれると耐薬品性が変わることがあるため、実際のＤＭＥを用いて行う必

要がある。 

 （注１）「Ｐｏｌｙ Ｔｅｔｒａ Ｆｌｕｏｒｏ Ｅｔｈｙｌｅｎｅ」の略で、４フッ化エチレン   

    樹脂。 

 （注２）合成ゴムの一種である「Ｎｉｔｒｉｌｅ Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ Ｒｕｂｂｕｅｒ」の略で、  

    ニトリルゴム。 

 （注３）合成ゴムの一種である「Ｆｌｕｏｒｏ Ｒｕｂｂｅｒ」で、フッ素ゴム。 

 

７．利用の現状 
ＤＭＥのセタン価は５５～６０と、軽油と同程度であり、ディーゼル燃料として 

優れた特性を有している。含酸素化合物であることから燃焼性がよく、ディーゼル

燃料にした場合、ＰＭ等の発生がなく、硫黄分を含まず、排ガスの後処理も有利で

あると考えられる。ただし、無潤滑性、低粘度、低体積弾性のため、そのまま

ディーゼル機関に使用すると、シリンダー内の摩耗、燃料漏れ等を引き起こすため、

改善が必要である。 
ＤＭＥは、現在、フロン代替のエアゾール噴射剤等として使用されており、その

使用量は、我が国で約１万トン／年、世界でも約１５万トン／年である。  
我が国のＤＭＥ推定最大生産能力（メタノール脱水法）は、１万７千トン／年

（２００１年）であり、我が国におけるＤＭＥ販売価格は、１５０～２００円／㎏

である。 
なお、スウェーデンでは、バイオマスソースからＤＭＥを製造し、自動車燃料と

して使用することを検討しており、また、デンマークでは、コペンハーゲンで、Ｄ

ＭＥを燃料（メタノール脱水法、アクゾノベル製造）とするディーゼルバス（ボル

ボ）が試験走行している。 
 
 

第３章 ＤＭＥの供給 

 
１．製造技術 

ＤＭＥの製造は、まず、天然ガス等を出発原料とし、天然ガスの水蒸気改質反応

により、一酸化炭素と水素から成る合成ガスを製造する。次に、この合成ガスから

ＤＭＥを製造するが、製造方法には、大きく分けて、「メタノール脱水法」と「直接

合成法」の２方法がある。「メタノール脱水法」（間接合成法）は、合成ガスから製

造されるメタノールの脱水反応によりＤＭＥを製造する技術であり、技術的には確

立し、世界各地で、エアゾール噴射剤等のための小規模生産が行われている。「直接
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合成法」は、合成ガスから直接ＤＭＥを製造する技術で、開発中であり、「固定床反

応器方式」（トプソ等）、「スラリー床反応器方式」（ＮＫＫ、エアプロダクツ）があ

る。 

 

 それぞれの反応式を以下に示す。 

   改質反応        ：ＣＨ４＋Ｈ２Ｏ → ＣＯ＋３Ｈ２  

             ＣＨ４＋1/2Ｏ２ → ＣＯ＋２Ｈ２ 

     メタノール脱水法：２ＣＯ＋４Ｈ２ → ２ＣＨ３ＯＨ 

                        ２ＣＨ３ＯＨ   → ＣＨ３ＯＣＨ３＋Ｈ２Ｏ 

     直接合成法      ：３ＣＯ＋３Ｈ２ → ＣＨ３ＯＣＨ３＋ＣＯ２ 

           

なお、一酸化炭素と水素の合成ガスは、天然ガスのみならず、バイオマス、廃棄

物、石炭ガス化ガス、石油残渣などから、改質反応により製造することができるの

で、ＤＭＥは原料の選択肢が広いという利点がある。 

 

２．供給可能の条件 

ＤＭＥの製造、供給の可否を決める条件は、主に製造・輸送コストである。  

天然ガスを日本に持ち込む場合、ＬＮＧプラントによって天然ガスを液化して輸

送するが、経済性の合うＬＮＧプラントの規模は４００万トン／年以上、ガス田埋

蔵量も５兆立方フィート以上といわれる。これは、天然ガスの液化温度が－１６

２℃という極低温であるため、液化して輸送するのにコストがかかり、スケールメ

リットを考慮して、設備を大型にしなければならないためである。 

一方、ＤＭＥは、沸点が－２５℃であり、ＬＰガス並みの設備で貯蔵、輸送でき

るというメリットがある。ＤＭＥプラントの場合、ＬＮＧ換算で１００万トン／年

の規模（ＤＭＥ換算１７０万トン／年、５,０００トン／日）で経済性が成り立つ可

能性があると考えられている。これはＬＮＧの１／４～１／５程度の規模であり、

設備規模がＬＮＧに比べて小さいため、中小ガス田を利用できる可能性もある。ア

ジア・オセアニア地域においては、大規模ガス田は少ないが、１～３兆立方フィー

トの中規模ガス田は７０程度、１兆立方フィート以下の小規模ガス田は２００程度

あるとみられている。 

 

３．供給プロジェクトの状況 

（１）日本ＤＭＥ㈱ 

メタノールの販売シェアが世界第２位である三菱ガス化学㈱は、伊藤忠商事

㈱、日揮㈱、三菱重工業㈱と、メタノール合成と脱水を組み合わせたプロセス

よるＤＭＥプロジェクトの検討を行ってきたが、２００１年２月から、ＪＥＴ

ＲＯ石油資源開発等支援調査スキームを活用し、西豪州ダンピアにおいてプレ

ＦＳを行い、６月には、フルスケールＦＳを行うため、４社で日本ＤＭＥ㈱を

設立した。 
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プロジェクトは、ダンピアに計画されているＬＮＧ基地に隣接し、天然ガス

を原料にしたメタノール脱水法によるＤＭＥ製造プラントであり、プラント規

模は、ＤＭＥ４,０００～７,０００トン／日（ＤＭＥ１４０～２４０万トン／

年）で、２００６年末操業開始を目標としている。 
 

（２）ＢＰ（ブリティッシュ・ペトロリアム） 

ＢＰは、インドの企業連合（Indian Oil Corporation、Gas Authority of 

India 、Indian Institute of Petroleum）と５０％：５０％でＤＭＥコンソー

シアムを作り、カタール、イラン等のガス田で、直接合成法（固定床反応器方

式）によりＤＭＥを製造し、南インドの発電所向けに供給することを計画して

いる。南インドの発電所は、２０～６０万ｋＷ級７ケ所で、合計２４８万ｋＷ

に供給しようとするもので、２００５年を目標とし、余剰ＤＭＥは、我が国等

にも供給したい意向があるとされる。  

ＢＰは、ＧＥと、ガスタービン利用の研究を共同で行っており、発電用燃料

としてのＤＭＥは、液体燃料に比べメンテナンスコストが大幅に改善され、充

分な商業性があるとしている。ＢＰが提唱する燃料ＤＭＥのスペックは、ＤＭ

Ｅ８８.０～８９.８％、メタノール８～７％、水３.５～２.９％、であり、ガ

スタービンでは問題ないとしても、輸送面、貯蔵面、ハンドリング面での検討

が必要との指摘もある。 

 

（３）ＮＫＫなど 

ＮＫＫ、太平洋炭礦㈱、住友金属工業㈱の３社は、(財)石炭利用総合セン

ター（ＣＣＵＪ）のプロジェクトとして、炭鉱メタンガス等を原料とし、直接

合成法（スラリー床反応器）によってＤＭＥを製造する技術の開発を行ってい

る。 

９７年度から、北海道釧路市において、５トン／日のベンチプラント（ＤＭ

Ｅ濃度：９９％以上）による運転研究（フェーズⅠ）を行ってきたが、２００

２年度から２００５年度の予定で、研究組合方式により、スケールアップした

１００トン／日実験プラントによる技術開発（フェーズⅡ）を行う計画である。 

このプロジェクトと並行して、海外における事業化検討を進め、２００６年

には商業プラント２,５００トン／日規模によるＤＭＥ供給を開始する構想もあ

る。 

 

４．ＤＭＥ価格 

ＤＭＥの利用拡大のためには、ＬＮＧ、ＬＰガスに比して、競争力のある価格で、

日本に供給できることが必要であり、ＬＮＧ価格、ＬＰガス価格がＤＭＥプロジェ

クト成立の上限値と考える必要がある。 

ＬＮＧ輸入価格は、一般に原油価格とリンクしており、ＣＩＦ価格（注）は、原油

が２０ドル／バレルのとき、３.９ドル／ＭＭＢＴＵ程度（１.７円／千ｋｃａｌ）、
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原油が２５ドル／バレルのとき、４.５ドル／ＭＭＢＴＵ程度（２.０円／千ｋｃａ

ｌ）となる。 

 ＬＰガス輸入価格は、一般にサウジアラビア・アラムコ社のＣＰ（通告価格）に

リンクしており、ＣＩＦ価格は、過去５年間の平均約２２０ドル／トンのとき、４.

５ドル／ＭＭＢＴＵ（２.０円／千ｋｃａｌ）、最近の３１０ドル／トンでは、６.３

ドル／ＭＭＢＴＵ（２.８円／千ｋｃａｌ）となる。 

ＤＭＥのコスト試算は、複数の企業で実施されているが、その代表的な数値をみ

ると、ＤＭＥは、プラントの立地、ガス価格、生産規模次第で、十分競争力のある

エネルギーとなり得るとみられる。 

（注）貨物の運賃、保険料込み価格。 

○第１段階 

（前提）ＤＭＥプラント製造規模１７０万トン／年（５０００トン／日、ＬＮＧ換 

   算１００万トン） 

   天然ガス価格 （Ａケース）０．５ドル／ＭＭＢＴＵ 

          （Ｂケース）１ドル／ＭＭＢＴＵ 

   輸送距離（アジア・豪州－日本） ５０００ｋｍ    

   為替レート   １１０円／ドル 

（試算）製造コスト   １．７８ドル／ＭＭＢＴＵ 

（注1）ＦＯＢネットコスト  （Ａケース）２．４９ドル／ＭＭＢＴＵ 

             （Ｂケース）３．２ドル／ＭＭＢＴＵ 

（注2）Ｃ＆Ｆネットコスト （Ａケース）２．８９ドル／ＭＭＢＴＵ 

                  （１．３円／千 kｃａｌ） 

             （Ｂケース）３．６ドル／ＭＭＢＴＵ 

                  （１．６円／千ｋｃａｌ） 

 （注１）貨物の積出港本船渡し価格。 

 （注２）保険料を含まないＣＩＦ価格。 

○第２段階 

（前提）ＤＭＥプラント製造規模 ９５０万トン／年（７０００トン／日×４基、   
                         ＬＮＧ換算５６０万トン） 
   天然ガス価格  第１段階と同条件 

   輸送距離       同上 

   為替レート      同上 

（試算）製造コスト     １．３７ドル／ＭＭＢＴＵ 

   ＦＯＢネットコスト （Ａケース）２．０８ドル／ＭＭＢＴＵ 

             （Ｂケース）２．７９ドル／ＭＭＢＴＵ 

   Ｃ＆Ｆネットコスト （Ａケース）２．４８ドル／ＭＭＢＴＵ 

                  （１．１円／千ｋｃａｌ） 

              （Ｂケース）３．１９ドル／ＭＭＢＴＵ 

                   （１．４円／千ｋｃａｌ） 
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５．製造技術の課題 

製造技術に求められる条件は、安価に大量に安定的に製造・供給できることであ

る。 

「メタノール脱水法」は、現在世界各地で商業化されているが、エアゾール用等

の限られた需要量のため、その生産は小規模で行われている。今後、燃料用途とし

ての大型化のために各ユニットの最適インテグレーションの検討がなされる予定で

ある。 

「直接合成法」のうち、「固定床反応器方式」は、トプソでは、１０トン／日の試

験中とされる。選択性は高くないが、スケールアップには適しているとされ、５,０

００トン／日も可能とみられている。 

「直接合成法」のうち、「スラリー床反応器方式」は、ＮＫＫでは、５トン／日

（２,０００トン／年）程度の規模で実証され、今後１００トン／日規模の実験が計

画されている。選択性が高く、温度コントロールしやすい。生産量は、スラリー体

積（触媒量）に比例し、その上限は圧力容器の製作・輸送限界から決まる。直径８

ｍで、スラリーの高さを２５～５０ｍとすると、単一反応器で、２，５００～５，

０００トン／日の生産が可能と推定される。 

なお、製造されたＤＭＥの品質（ＤＭＥ純度、水、メタノール等の不純物量な

ど）は、利用のみならず、流通においても問題がないかどうか、十分に検討するこ

とが必要である。スペックは、早期に、製造側と流通・使用側が共同で検討し、日

本提案の国際規格としていくことが必要である。 

 

 

第４章 ＤＭＥの流通 

 
１．流通の概要 
ＤＭＥは、ＬＰガスと物性等が類似している液化ガスであることから、ＬＰガス

インフラの活用が考えられ、ＬＰガスと完全に流通を共有できる可能性もある。 

ＬＰガスの流通設備は、オーシャンタンカー、輸入基地、コースタルタンカー、

二次基地、タンクローリ、充填所、スタンド等にて構成されている。 

ＬＰガスの輸入基地は全国で３６ケ所、ニ次基地は７９ケ所と、合計１２０ケ所

近い基地が全国の海岸をカバーしており、タンクローリで内陸に運び込んでいる。

運搬設備としては、オーシャンタンカー３３隻、コースタルタンカー約１００隻、

タンクローリ約４,６００台が全国で稼働しており、さらに、シリンダーにＬＰガス

を充填する充填所が全国に約２,８００ケ所、自動車へＬＰガスを供給するスタンド

が約１,９００ケ所ある。家庭・業務用にＬＰガスを供給するためのシリンダーは、

全国で約５,０００万本あると言われている。 

ＤＭＥは、ＬＰガスと同様に金属に対する腐食性がなく、また、蒸気圧がプロパ
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ンとブタンの中間であるため、プロパン設備で取扱うのは基本的に問題はないと考

えられる。ブタン設備の場合は、設備技術基準に立ち戻って、設計強度のチェック

が必要となる。ただし、シール材の耐性の問題があり、実際の使用条件下での

フィールドテストが必要である。 

なお、ＤＭＥの発熱量は低いことから、ＬＰガス設備を転用した場合に、設備能

力（タンク容量、タンカーやローリーなどの輸送能力、気化器や回転機類の能力な

ど）が小さくなるため、物流コストが大きくなることが考えられる。 

ＬＰガスの流通設備をＤＭＥに転用する場合の技術・保安面の課題について、各

流通設備毎に以下に記述する。 

 

２．輸入基地 
 輸入基地では、オーシャンタンカーから低温のＬＰガスを陸上の低温貯槽に荷揚

げする。出荷する場合は、低温・常圧のＬＰガスをＬＰガスヒーターにより常温・

高圧にして出荷する。この場合、コースタルタンカーによる出荷設備と、一時高圧

貯槽に貯蔵し、タンクローリへ出荷する設備を備えることになる。輸入基地におけ

る技術・保安面の課題は、次の事項が考えられる。 
 
（１）既存のＬＰガス設備をＤＭＥに転用する場合 
① 低温貯槽 ； 既存ＬＰガス低温貯槽の設計条件の確認を行う必要がある。  

 ａ）設計温度  

ＤＭＥの沸点は－２５℃であることから、設計温度が－４５℃のプロパン仕 

 様の低温貯槽を転用することができる。ブタン仕様の低温貯槽の場合は設計温 

 度が－１０℃であることから、使用材料がＤＭＥの場合には適合しない。 

 ｂ）低温貯槽の側板板厚 

プロパン仕様低温貯槽を使用する場合、プロパンの液密度は０.５８（ｇ／ｃ

ｍ３、－４２℃）に対しＤＭＥは０.７４（ｇ／ｃｍ３、－２５℃）であることか

ら、側板の板厚決定が液頭圧によって決定されている場合は、現状板厚での最

高液面の再確認が必要となる。 

 ｃ）基礎の設計条件 

内容物が、プロパンよりも液密度の大きいＤＭＥに変わることから、基礎の 

 設計条件を確認する必要がある。耐震設計上の荷重条件がプロパン重量で計算  

 しているとＤＭＥを貯蔵する場合、ＤＭＥ貯蔵重量をプロパン同等重量まで引 

 き下げる必要がある。 

 ｄ）貯槽本体の設計条件 

内容物が変わることにより、設計計算の再確認が必要である。 

 ｅ）弁類等のパッキン類の材質確認 

現状、使用されているパッキン類の仕様を確認し、ＬＰガス専用仕様のパッ 

 キン類が使用可能かどうかの確認が必要であり、使用不可能であれば、ＬＰガ 

 ス／ＤＭＥ共用のパッキン類の開発が必要となる。 
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② 高圧貯槽 ； 既存ＬＰガス高圧貯槽の設計条件の確認を行う必要がある。 

 ａ）設計圧力 

球形貯槽は設計圧力により貯槽板厚が異なるため、ＤＭＥの蒸気圧はプロパ 
 ンとブタンの中間であることから、既存貯槽を使用する場合は、プロパン設計 
 の貯槽を転用することとなる。ブタンを貯蔵している貯槽であっても、設計圧 
 力がプロパン仕様であればＤＭＥへの転用は可能である。 
 ｂ）基礎の設計条件 

低温貯槽と同様に基礎の荷重計算を行った場合の内容物の確認が必要となる。 

 プロパン仕様の場合は、内容物の重量を同じにする必要があることから液面

の高さが現在より低くなる。 

 ｃ）貯槽本体の設計条件 

  低温貯槽の場合と同じ。 

③ 低温出荷ポンプ、高圧出荷ポンプ、戻りガスコンデンサー、ヒータ、ロー

ディングアーム等設備機器 

 ａ）出荷ポンプ 

設計温度、密度がＬＰガスとＤＭＥでは異なることから、ポンプの性能等設 

 計条件の再確認を行う必要がある。 

 ｂ）各設備の弁類等のパッキン・シール材類の材質確認 

現状で使用されているパッキン・シール材類の仕様を確認し、ＬＰガス専用 

 仕様のパッキン・シール材が使用可能かの確認が必要であり、使用不可能であ 

 れば、ＬＰガス／ＤＭＥ共用のパッキン・シール材の開発が必要となる。  

 

（２）法規制上の課題 

輸入基地の場合は、高圧ガス保安法 コンビナート等保安規則の適用を受ける。

本規則でのガス種はＬＰガス、ＤＭＥいずれも適用範囲内である。 

 

３．ＬＰガスタンカー 

オーシャンタンカーは船舶に低温貯槽、コースタルタンカーは船舶に高圧貯槽の

設備を備えている。ＬＰガスタンカーの技術・保安面の課題は、次の事項が考えら

れる。 
 

（１）既存のＬＰガスタンカーをＤＭＥに転用する場合 

船舶の貯槽はプロパン、ブタンいずれも積載可能であることから転用可能と考

えられる。しかし、ポンプ等は、陸上設備と同じようにＤＭＥに対しての適用の

可否を検討する必要がある。 

 

（２）法規制上の課題 

船舶は船舶安全法により貨物種類を決めて建造することとなっている。現行で

は、「バラ積の品名指定」にＤＭＥが指定されていないため、品名指定が必要であ
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ると考えられる。また、ＩＧＣコード（注）の設定、取得（貨物種の変更）など規

則上の課題がある、とされている。 

  （注）常温で気体の物質を国際海上輸送する際に、船の建造時にあらかじめ積み荷の種類を決  

     めておくためのもので、「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｓ Ｃａｒｒｉｅｒ 

    Ｃｏｄｅ」を略して、ＩＧＣコードと称する。船を建造する場合は、このコードに基づいた  

    設備で建造する。 

 

４．二次基地 

二次基地は、コースタルタンカーによって運搬されたＬＰガスを高圧球形貯槽に

荷揚げし、タンクローリへ出荷する設備を備えた中継基地である。ここから、タン

クローリによって、充填所または工業用需要家へ送られる。二次基地の技術・保安

面の課題は、次の事項が考えられる。 
 

（１）既存ＬＰガス設備をＤＭＥに転用する場合 

高圧貯槽、高圧出荷ポンプ、弁類等のパッキン類の材質、高圧ガス保安法特定

設備検査規則に係る事項は、２．輸入基地の該当事項と同等である。 

 

（２）法規制上の課題 

① 既存のＬＰガス二次基地は高圧ガス保安法の適用を受けているが、ＤＭＥに

転用した場合（複数基の貯槽の一部を転用の場合も含む。）はガス種等の変更に

よる製造許可の変更が必要となる。 

② 液化石油ガス保安規則では貯槽を埋設することにより、設備距離（保安距

離）の緩和措置が認められているが、一般高圧ガス保安規則では貯槽の埋設に

よる緩和措置がない。この緩和措置に対しての影響は二次基地にあっては現状、

埋設による貯槽は存在しないことから影響はないと考えられる。 

         
５．タンクローリ 
タンクローリは、車両にタンクを搭載したＬＰガスの陸上輸送用車両である。タ

ンクローリの技術・保安面の課題は、次の事項が考えられる。 
 

（１）既存のＬＰガスタンクローリをＤＭＥに転用する場合 

容器のＤＭＥへの転用は可能であるが、検査等の手続きをした後、容器の表示、

刻印等を変更する必要がある。また、バルブ等のパッキン類については、ＤＭＥ

への適用の可否を検討する必要がある。 

 

（２）法規制規制上の課題 

タンクローリは高圧ガス保安法の規制を受け、ＬＰガスの場合は液化石油ガス

保安規則、ＤＭＥの場合は一般高圧ガス保安規則の移動の基準により規制されて

いる。基準の内容はほぼ同様である。 
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６．充填所 

 充填所は、タンクローリからＬＰガスを高圧貯蔵に受入れ、貯蔵されたＬＰガス

を容器（シリンダー）に充填する設備を備えた基地である。充填所の場合の技術・

保安面の課題は、次の事項が考えられる。 
 
（１）既存ＬＰガス設備をＤＭＥに転用する場合 

高圧貯槽、高圧出荷ポンプ、弁類等のパッキン類の材質、高圧ガス保安法特定

設備検査規則に係る事項は、２．輸入基地の該当事項と同等である。これに加え

て容器に充填する設備である充填機の構成部品等のＤＭＥへの転用可能性も検討

が必要になる。 

 

（２）法規制上の課題 

① 既存のＬＰガス充填所は高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則の適用を受け

ているが、ＤＭＥに転用した場合（複数基の貯槽の一部を転用の場合も含む。）

はガス種等の変更による製造許可の変更が必要となる。 

② 液化石油ガス保安規則では貯槽を埋設することにより、設備距離（保安距

離）の緩和措置が認められているが、一般高圧ガス保安規則では貯槽の埋設に

よる緩和措置がない。現状では、充填所の貯槽の設置形態は、都市部において

は、周囲の環境等も考慮して、貯槽を埋設しているケースが多い。この場合は

ＤＭＥに転用しようとすると、設備距離（保安距離）が不足することとなり現

実は転用不可能となる。 

 

７．工業用需要家 

需要家側としては、工業用需要家は工場のボイラ等の燃料としてＬＰガスを使用

する先であり、高圧貯槽、ベーパライザ（気化器）等の設備を有している。 
工業用需要家は、タンクローリからＤＭＥを高圧貯槽に受入れ、ベーパライザに

てＤＭＥを強制的に気化させボイラ等の燃焼設備にＤＭＥを供給する設備を備えて

いる。工業用需要家の場合の技術・保安面の課題は、次の事項が考えられる。 

 

（１）既存のＬＰガス設備をＤＭＥに転用する場合 

① 高圧貯槽、高圧出荷ポンプ、弁類等のパッキン類の材質、高圧ガス保安法特

定設備検査規則に係る事項は、２．輸入基地の該当事項と同等である。 

② ＤＭＥの蒸気圧はプロパンとブタンの中間であるため、既存貯槽を使用する

場合は、プロパン設計の貯槽を転用することとなる。ブタンを貯蔵している貯

槽であっても、設計圧力がプロパン使用であればＤＭＥへの転用が可能である。 

③ ＤＭＥの発熱量はＬＰガスと比較すると１／２程度であるため、ベーパライ

ザの単位ガス発生量が不足するため、増設の必要があるとも考えられる。 
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（２）法規制上の課題 

① 既存の工業用需要家は高圧ガス保安法の適用を受けているが、ＤＭＥに転用

した場合（複数基の貯槽の一部を転用の場合も含む。）は、同法上の第一種製造

者の場合、ガス種等の変更による製造許可の変更が必要となる。 

② 液化石油ガス保安規則では貯槽を埋設することにより、設備距離（保安距

離）の緩和措置が認められているが、一般高圧ガス保安規則では貯槽の埋設に

よる緩和措置がない。従って、設備距離（保安距離）緩和のために、貯槽を埋

設している事業所は法的にＤＭＥへの転用は不可能となる。 

 

８．スタンド 

スタンドは、自動車の燃料を供給する設備を備えた基地である。タンクローリか

らＤＭＥを高圧貯槽に受入れ、ディスペンサーから車両に充填する設備を備えてい

る。スタンドの場合の技術・保安面の課題は、次の事項が考えられる。 

 

（１）既存ＬＰガス設備をＤＭＥに転用する場合 

① 高圧貯槽、高圧出荷ポンプ、弁類等のパッキン類の材質、高圧ガス保安法特

定設備検査規則に係る事項は、２．輸入基地の該当事項と同等である。 

② スタンドの貯槽等高圧ガス設備の設計仕様は一般的にプロパン比率３０％を

上限とした場合を考慮して設計されていることが多い。従って、ＤＭＥの蒸気

圧を明確にし転用可能の是非を判断する必要がある。（設計圧力は１.０８ＭＰ

ａ（温度５５℃）となっているのが通常である。） 

 

法規制上の課題 

① 既存のスタンドは高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則の適用を受けている 

 ＤＭＥに転用した場合はガス種等の変更による製造許可の変更が必要となる。 
② 液化石油ガス保安規則では、液化石油ガススタンドに係る技術上の基準が制 
 定されているが、ＤＭＥ関連の技術基準である一般高圧ガス保安規則にはスタ    

 ンドに係る技術上の基準はガス種としてはＣＮＧ（圧縮天然ガス）、ＬＮＧ（液 

 化天然ガス）のみ基準化されており、ＤＭＥはスタンドとしての基準が制定さ 

  れていない。また、保安管理組織上、スタンド基準が制定されているＬＰガス、 

  ＣＮＧは処理量が２５万ｍ３未満の場合は保安統括者は不要、資格所有者が保安 

  の監督ができることとなっているが、ＤＭＥの場合はスタンド基準がないため、 

  保安統括者、保安係員、及び各々の代理者の選任が必要となる。 
 

９．家庭・業務用消費者 
家庭・業務用消費者は、充填所にて充填された容器を設置し、ＬＰガスを消費す

る。通常は自然気化によりガスを発生させ、調整器にて燃焼機器に適合した圧力に

調整し、ガスメータを通じてガス使用量を測定する「供給設備」と、給湯器・ガス

テーブル等の燃焼器とガス栓等により構成された「消費設備」を有する設備を備え
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ている。家庭・業務用消費者の供給設備における技術・保安面の課題は、次の事項

が考えられる。 
 
（１）既存のＬＰガス設備をＤＭＥに転用する場合 

① 各機器は、基本的にＬＰガス仕様で製作されており、ＤＭＥへの転用の可否

を個々に検討する必要がある。 

② 消費者がＤＭＥを使用する場合、現状のＬＰガス用機器がＤＭＥへ転用でき

ないとすれば、ＤＭＥ用機器をすべて整備する必要がある。従って、家庭・業

務用の場合はＬＰガス、ＤＭＥの共用機器を開発し、消費者側のインフラを整

備することが必要と考えられる。 

③ 業務用などでベーパライザを用いる場合、ＤＭＥの発熱量はＬＰガスと比較

すると１／２程度であり、ベーパライザの単位ガス発生量が不足するため、増

設の必要があると考えられる。 
 

（２）法規制上の課題 

① 法体系上の問題点 

  ａ）現行の規制法令 

現行法では、家庭・業務用消費者に対する規制は、ＬＰガスは液化石油ガ  

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液化石油ガス法」とい

う。）により規制されている。ＤＭＥを家庭・業務用に使用する場合は、高圧ガ

ス保安法一般高圧ガス保安規則の消費の基準が適用される。 

  ｂ）保安責任 

液化石油ガス法では、供給設備の維持管理、周知義務は販売事業者にあるが、

高圧ガス保安法においては周知義務を除いて、保安責任は全て消費者にある。 

② 法体系の整備 

ＤＭＥを家庭・業務用に普及させていく場合の法体系については、今後の大

きな課題になると考えられるが、保安責任のあり方としては、現行の液化石油

ガス法の保安責任を踏襲する場合、保安責任を自己責任原則として全て消費者

が持つ場合とが考えられる。 

   

③ ＤＭＥを家庭・業務用に普及する場合の保安の確保 

ＤＭＥを家庭・業務用に普及する場合のいずれの法体系をとったとしても、

保安の確保を図る観点から、ＤＭＥの漏洩時、爆発時の危険性評価を行い、法

令上の技術基準等に反映する必要があると考えられる。 
 
 

第５章 ＤＭＥの利用 
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１．一般民生用 
ＤＭＥの発熱量は、ＬＰガスと天然ガスの中間に位置するが、燃焼速度は大きく、

都市ガスのガスグループ分類では１２Ａ（注）に近い。このように、ＤＭＥは、燃焼

性や空燃比の点で、ＬＰガスとやや異なる特性を持つ。 
しかし、同一バーナで同じ熱量のＤＭＥとＬＰガスを燃やした時の温度分布は近

似していること、ＬＰガス用と天然ガス用が同一のバーナで構成されているガス器

具もあること、ガス器具への電子制御導入が近年進みつつあることなどから、ＤＭ

ＥとＬＰガスのいずれにも対応し、更には任意の割合の混合ガスにも対応できる燃

焼機器は可能であるとの意見がある。ＬＰガスとＤＭＥいずれにも対応し、更には

任意の割合の混合ガスにも対応できる燃焼機器があれば、ユーザーの燃料選択の自

由、及び燃料の安定供給の両面から非常に望ましいことになる。その技術開発と早

期見極めは、ＤＭＥ利用のため重要な課題である。 

一方、輸送面でみると、ＤＭＥは、ＬＰガスと同様、低い圧力をかけることに

よって液体としてハンドリングできるので、小回りの利く小口輸送に適応し易く、

ＬＰガスと完全に流通を共有できる可能性もある。ただし、ＬＰガス設備のＤＭＥ

転用において、シール材の耐性については、十分な検討が必要である。また、ＤＭ

Ｅは単位重量あたりの発熱量が低いため、物流コストが大きくなることを示唆して

いる。一般民生用の中にも様々な用途があることから、ＬＰガスに対するＤＭＥの

競争力については、用途ごとに慎重に見極める必要がある。 

このように、流通面で大きな互換性が期待されるＤＭＥとＬＰガスが、利用機器

面でどの程度の互換性を持つことができるかは、ＤＭＥ利用の上で重要な問題であ

る。 

 （注）都市ガスのグループの分類名称で、数字と英文字の組合せでできており、数字は各ガスグ 

   ループの kcal 換算したウォッベ指数（ＷＩ）を１、０００で除して小数点を切り捨てたもの 

   にほぼ該当し、英文字は燃焼性の類別を示す。これは燃焼速度を３種類に分けて、Ａ（遅い）、 

   Ｂ（中間）Ｃ（速い）と定めたものである。ＬＰガスを同様に表示すると、プロパンガスは 

   １９Ａ、ブタンガスは２１Ａとなる。 

 
２．工業用 
工業用機器のうち、ボイラ等の単純な燃焼機器については、ＤＭＥをＬＰガスと

同類の燃料として互換性を持って取り扱える可能性が高いが、ガラス加工用バーナ

や繊維乾燥炉など、微妙な火炎制御を要求される機器については、バーナ構造など

の技術開発が必要である。 

また､ＤＭＥの発熱量が低いため、燃料タンクやベーパライザなどから供給出来る

熱量として見た場合、燃料ガス供給能力が不足するケースもあると予想されるため、

事前のチェックが必要である。 
３．発電用  

（１）火力発電 

ＤＭＥは、ＮＯｘ、ＣＯおよび煤塵などの少ないクリーンな燃料であり、そのク
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リーンさを活かして、高効率コンバインドサイクル方式の発電用燃料として、特に

ＬＮＧ導入が難しい中小規模の発電所での利用が考えられる。ＤＭＥは、含酸素化

合物であり、天然ガスより低ＮＯｘの可能性がある。 

タービン発電機におけるＤＭＥの利用については、基本的な技術的問題はないと

報告されている。 

既存石炭火力の改造によるＤＭＥ火力も可能とされている。石炭専焼ボイラのＤ

ＭＥ専焼ボイラへの改造、過熱器の改良、ＤＭＥ燃焼用バーナの追設、微粉炭燃焼

設備の撤去等が必要とされる。石炭火力は、全国で３４発電所、２，８３０万ｋＷ

の発電規模であり、石炭使用量は、約５，８００万トンである。 

カロリー換算で、ＤＭＥは石炭と同じような数字になり、ＤＭＥ火力は、１プラ

ントで数十万トン以上のまとまった需要を提供するものであり、価格面の条件が成

立すれば、ＤＭＥ実用化の主軸となると考えられる。 

ＤＭＥの導入期において、ＤＭＥの十分な供給ストックを保持することが難しい

場合には、代替燃料の手だてを備えておくことが必要である。調達の可能性および

設備の共用性などより、ブタンによるバックアップが最も現実的と考えられるので、

具体的な方法について技術確立が望まれる。 

 
（２）ガスタービン・コジェネレーション 
ＤＭＥの導入に際して、流通コスト負担の比較的小さい輸入基地周辺の大口需要

は最優先の需要となる。製造業やサービス業にも採用が広がっている数百～数千ｋ

Ｗのガスタービン・コジェネレーションはその代表であり、全国的には年間数百万

トンの需要規模があると推定される。これらの需要家は、環境意識が高く、燃料価

格に対しても敏感に反応する。 
従って、ＤＭＥガスタービン・コジェネレーションの開発は、ＤＭＥ導入にとっ

て重要な課題である。（財）エルピーガス振興センターでは、ＬＰガスを燃料として、

気化器不要の液噴方式タービン・コジェネレーションを開発（平成６年度終了）し

ているが、これをベースとして、より高性能のＤＭＥ／ＬＰガスバイフューエル

タービン・コジェネレーションを開発することも、具体的テーマのひとつとなる。 
 

（３）マイクロ・ガスタービン・コジェネレーション 
エア・ベアリングなどの新技術による低価格化や規制緩和による取扱資格者免除

などによって、マイクロ・ガスタービン・コジェネレーションが普及しようとして

いる。ＤＭＥはクリーンな上に燃料の昇圧が不要であり、有望ユーザーである福祉

施設など地方分散需要へ対応可能というＬＰガスと共通の有利性をもっている。 
従って、大口需要などによって供給基盤を確保した上で、周辺のマイクロガス

タービンなど中小需要に対してバルク供給システムなどによりＤＭＥを供給するこ

とは十分想定され、需要確保に有意義である。しかし、ＤＭＥによるマイクロガス

タービンの運転実績は報告されていないので、今後の課題である。 
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（４）エンジン・コジェネレーション 
 都市部において、数ｋＷ級から数十ｋＷ級の小型コジェネレーションに対する

ニーズが顕在化しつつあるが、既存のガスタービンあるいはガスエンジンの発電効

率（２５～３０％）を向上させることができれば、大きな市場を創造する可能性が

あると考えられる。ＤＭＥエンジン・コジェネレーションは、ディーゼルエンジン

であり、３５～４０％と、燃料電池に匹敵する発電効率が期待できる。ＰＭを発生

しないので、思い切った排ガス再循環によって低ＮＯｘ化を図ることができ、都市

部にも受け入れられる排ガス性能を達成できると予想される。従って、都市部の小

型分散型電源として、年間数百万トン規模の新しい市場を創出することが期待され

る。技術的課題は、ディーゼルエンジンの噴射ポンプであり、後述するＤＭＥ自動

車の技術が適用できると考えられる。 
 
４．自動車用 
ＤＭＥは、セタン価が高く、ＰＭを全く排出しないという点で、理想的なディー

ゼル燃料である。ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンに比べて２０～３０％

効率が高い（ＣＯ２発生量が少ない）が、都市部を中心としてディーゼル排ガスから

のＰＭ等による大気汚染は依然として大きな問題となっている。ＤＭＥ自動車の実

用化は、この問題に対する一つの解決策を提供する可能性がある。 
自動車用軽油は、我が国で年間３８百万トン消費されており、これはＬＰガスの

全消費量の２倍に相当する。従って、ＤＭＥ自動車は、ＤＭＥの特徴を活かした用

途であると同時に、量的にも、ＤＭＥの基盤的需要を提供する可能性がある。 
９６年、ＩＥＡに、自動車燃料としてのＤＭＥを検討するワークショップが設置

され、安全基準や燃料スペックなどについて、継続的な調査研究活動が行われてい

る。これには、デンマーク工科大学、ＡＶＬ、ＴＮＯ、ボルボ、ルノー、ＢＰアモ

コ、トプソ、アクゾノベルなどが参加している。 
しかし、ＤＭＥ自動車には、いくつかの技術的課題がある。ディーゼルエンジン

は、空気を圧縮して生じた高温雰囲気の中に、高圧で燃料を噴射して自己着火させ

るものであるが、粘性、潤滑性の低いＤＭＥでは、ポンプにリークや焼付きが発生

するため、粘性および潤滑性向上剤の添加が必要になる。茨城大では、ＤＭＥに軽

油をブレンドすると、粘性向上、潤滑性確保に有効であると報告している。また、

ＤＭＥは、液体であっても、加圧により体積収縮する性質が残っているため、精密

な噴射制御が難しく適正なエンジン作動が得にくいことから、燃料噴射系の改良が

必要になる。またシール材がＤＭＥと反応し、燃料漏れを生じる可能性があるため、

燃料系のシール材改良が必要になるとも言われている。 
欧州では、ボルボやルノーが、ＤＭＥ自動車の開発を行っているが、なかでも、

ボルボは、最も早くから車輌テストに着手しており、９９年、大型バスによる試験

走行を実施し、排気特性としてユーロ４規制（２００５年規制）、ＰＭだけならユー

ロ５規制(２００８年規制)を余裕を持ってクリアーしたと報告している。一方、我が

国では、日野自動車、いすゞ自動車、日産ディーゼル工業等が開発を行っているが、
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各社は、エンジンテストの最終段階にあり、車輌テストは来年度以降に予定してい

る。これら自動車メーカーは、いずれもＤＭＥに対応しやすい燃料噴射系として､高

価な最新技術であるコモンレール方式（注１）を採用しているが､技術的課題の克服は

容易ではなく、実用化までには、相当期間を要するとみられている。 
 また、将来の低公害車としての位置付けを満足するには、ＮＯｘ等の一層の低排

出化に係る研究開発が必要である。 
我が国では、自動車メーカー以外のグループも、ＤＭＥ自動車の開発を行ってい

る。ＮＫＫは、列型ポンプ搭載車両の改造によるＤＭＥディーゼル車の開発を行っ

ており、ブースト圧の確保など様々な改良を加え、昨年来、走行テストを続けてい

る。また、岩谷産業㈱、産業技術総合研究所のグループは、列型や分配型ポンプ搭

載車両の改造によるＬＰガスディーゼル車の開発を推進中であるが、燃料をＤＭＥ

に替えて走行試験を実施し、ほぼ問題なく走行できることを確認している。これら

のレトロフィット（注２）対応アプローチは、現在タクシーとして普及しているＬＰガ

ス自動車の導入期にも採用された方法であり、ＤＭＥ自動車の早期導入には有効と

も考えられる。 
（注１）ディーゼルエンジン排出ガス中のＰＭ（粒子状物質）を低減し、熱効率の向上をはかるた  

    めに、エンジン回転数や負荷に係わらず軽油を高圧噴射する技術で、加圧された軽油を一 

       定圧力に維持するために一種の蓄圧装置（コモンレール）を用いる方式のこと。 

 （注２）既存のものに対し、必要最低限以外の大幅な改造をしないこと。ＤＭＥ自動車においては、  

    列分配型ポンプ等既存の噴射システムの採用で、低コスト化及び早期実用化の可能性がある。 

 

５．都市ガス用 

ＤＭＥは、都市ガスのガスグループ分類では１２Ａに近く、最大燃焼速度は１３

Ａよりも速い傾向を示す。そのため、ＤＭＥに、ＤＭＥよりもウォッベ指数（Ｗ

Ｉ）が大きく最大燃焼速度（ＭＣＰ）が小さいプロパン、ブタン、再液化防止・熱

量調整用に空気を混合して、ＤＭＥ－プロパン－空気、あるいはＤＭＥ―ブタン－

空気の三成分系として使用すれば、都市ガス用燃料としても使用できる可能性があ

る。 
ただし、再液化の問題があることから、供給圧力としては低圧（絶対圧：０.２Ｍ

Ｐａ未満）および中圧Ｂ（絶対圧：０.２～０.４ＭＰａ）に限定されるものと思わ

れる。また、ブタンの場合には、沸点が０℃と液化が容易であることから、寒冷地

の冬季には輸送配管中で再液化する恐れがあるので、取り扱いには注意が必要であ

る。 
現在、ＩＧＦ２１計画（注）により、ＬＮＧなどによる都市ガスの高カロリー化が

進行している.。ＤＭＥは、ＬＰガスと同様、小回りの利く小口輸送が可能であるた

め、中小都市ガス会社において、高カロリー化に活用できる可能性がある。 

また、ＤＭＥを原料としたＳＮＧ技術も開発されつつあり、今後その経済性を含め

た総合的評価がなされる予定である。 

 （注）都市ガスのガスグループを、２０１０年を目標に１３Ａ高カロリーガス（１２Ａを含む）に   
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    統一を図る計画。 

 

６．燃料電池用 

ＤＭＥは、含酸素化合物であり、メタノールと同様に、低温での水蒸気改質反応

による水素製造が容易に可能であることが報告されている。改質温度は、ガソリン

ナフサ、天然ガス、ＬＰガスが６５０℃以上であり、メタノール、ＤＭＥは２５０

～３００℃くらいであり、ＤＭＥは、反応条件がマイルドなため、装置が小さく、

シンプルであり、運転性も良好とされている。 

即ち、高い反応温度を必要とするガソリンなどに比べて有利であり、また、メタ

ノールと比べても、毒性の心配がないため、燃料電池用燃料として、非常に有望で

ある。 

ただし、ＤＭＥの水蒸気改質反応の研究開発は緒についたばかりであり、触媒及

びプロセス全般にわたり検討課題は多い。 

 

 

第６章 導入に向けての考え方 

 

１．需要確保策 

ＬＰガスの市場形成時には、家庭用を中心に使い勝手が良いエネルギーとして固

体燃料に対抗して爆発的に需要が伸びたという背景があり、他方、ＬＮＧは、都市

ガスの高カロリー化・火力発電の環境対策燃料としての需要を中心に伸ばして来た

という背景がある。ＤＭＥは、マルチ用途が期待されるとしても、ＤＭＥ開発プロ

ジェクトが経済的に成立するには、年間１７０万トン程度が最小規模とされており、

新たなガス体エネルギーとして需要開拓を行うには、基盤的な需要が必要になる。 

導入開始を２００６年として、基本設計、プラント建設期間（約３年）を考慮す

ると、第１段階の需要確保は、２００２－３年頃までには、目途を立てる必要があ

る。基盤的な需要としては、既存石炭火力、工業用等の燃料転換という大口需要家

が期待され、既存のＬＰガス輸入基地、２次基地を活用するか、あるいは、場所に

よっては、新たなＤＭＥ輸入基地建設によって対応することもあり得ると考えられ

る。その後、基地周辺の一般民生用等の中小口需要家における導入、分散電源の導

入、中小都市ガスの天然ガス化方策としての導入が期待され、更に、技術開発によ

り、ＤＭＥ自動車、燃料電池についても、導入されていくことが期待される。 

 なお、導入開始の２００６年までを準備段階として、実証、用途開発等のための

ＤＭＥ需要が発生するが、これに対しては、国内既存ＤＭＥプラント（三菱ガス化

学㈱新潟工場（６０００トン／年））等のメタノール脱水法によるＤＭＥ製造装置を、

必要に応じて増産・増設することにより供給される可能性がある。供給は、新潟等

からのローリーによる輸送をベースとし、必要に応じ、コースタルタンカーによる

供給も検討される。 
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２．ＬＰガスインフラ転用イメージ 

 ２００６年からＤＭＥの本格輸入が開始（第１段階）され、年間１４０～２４０

万トンが輸入されるが、輸入基地は、２－３ケ所程度が想定される。第１段階が順

調に推移した場合、プロジェクトの拡張、あるいは、新たな供給地開発により、輸

入規模を拡大（２０１０年頃から）する第２段階に移行する。 
ＬＰガスの流通インフラの転用では、外航船から末端ユーザーまで、ポンプ、コ

ンプレッサ等の交換が必要になってくるものの、基本的設備は変更の必要がないと

みられる。ＤＭＥの利用形態によっては、ＬＰガスとＤＭＥのバイフューエルまた

は混合燃料とし、スイングまたは混合して使用することを視野に入れたインフラ整

備も考えられる。 

ここでは、ＬＰガスの流通インフラにおいて、プロパン、ブタンのラインを変更

し、一部にＤＭＥのラインを追加する場合のイメージを検討する。なお、なお、改

造コストは、既存設備の条件によって異なるため、以下に述べる数値は、あくまで

参考値である。 

 

（１）輸入基地 

プロパン低温タンク（５万トンタンク）１基、高圧球形タンク１基をＤＭＥライ

ンに転用する場合を考える。この場合、外航船受入用、出荷用ローディングアーム

等は、既存設備を活用するが、コンプレッサ、ポンプについては交換、その他、戻

りガスを再液化するコンデンサー、液体のＤＭＥを常温に戻すヒーター、出荷配管

等は新設が必要になる。配管長が長くなる場合では、概ね１０億円程度の改造コス

トを見込むが、新設の場合には、１ラインで８０億円程度のコストとなる。 

（２）ニ次基地 

既存タンク（１,０００トンタンク）１基をＤＭＥラインに転用する。ローディン

グアーム等既存設備を活用するが、ポンプ等は交換が必要であり、また、途中まで

の出荷ラインを分ける必要もあるため、１億円程度の改造コストとなる。新設の場

合には、１ラインで数億円程度のコストとなる。 

（３）充填所 

プロパンタンク１基（２０トンタンク）という充填所も多いため、全体がＤＭＥ

ラインに変更されることになる。既存設備を活用するが、１,０００万円の改造コス

トとなり、新設では６,０００万円のコストとなる。ただし、これらは、ＬＰガス並

みの規制緩和が前提となる。 

（４）工業用需要家 

タンク（２０トン）を転用するとしても、コンプレッサ、ポンプ等の交換が必要

になる。ＤＭＥの発熱量がプロパンの半分であることから、ベーパライザ能力が半

減するため、場合によってはベーパライザの増設が必要な場合も出てくる。シール

材の問題があるので、最小限の部分の交換でも１,５００万円程度のコストが必要に

なる。燃焼設備の調節・改造の必要があれば、更にコストが上乗せになる。 
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（５）家庭・業務用 

現在、ＤＭＥ使用の法規制がないが、メーター、調整器、高圧ホース、ゴム管、

ガステーブル等は、シール材の問題から、相当な改造、取替えが必要になる。ＤＭ

Ｅの発熱量がプロパンの半分であることから、配管径、調整器、容器設置本数等に

ついての検討も必要である。 

 

 

第７章 課題 

  

１．ＤＭＥ燃料の安全性の確認 
ＤＭＥは、物性的にＬＰガスに類似しており、基本的には既存のＬＰガスの取り

扱い条件に準拠していくべきと考えられるが、ＤＭＥに対する法規制、技術基準に

ついて検討するためには、様々な条件下での安全性の評価が必要になる。すなわち、

シミュレーション及び実験により、燃焼性、爆発性等の評価、経時安定性等の評価

を行い、この検討結果から危険防止方法の検討を行う必要がある。なお、ＤＭＥと

ＬＰガスを混合して使用することもあり得るので、それを想定した検討も行う必要

がある。 
 
 ① ＤＭＥ自体の安全性評価及び危険防止方法の検討 
  ・危険性情報、事故事例情報（データベース） 

・爆発威力の推定、混合危険性の推定（シミュレーション） 
・爆発危険性評価（実験） 
・爆発燃焼のメカニズム解析と制御法開発 

 ② 種々の取扱い条件下での安全性評価及び危険防止方法の検討 
  ・経時安定性評価（シミュレーション、実験） 

・過酸化物生成のメカニズム解析と防止法開発 
・漏洩時の爆発危険性評価（シミュレーション） 
・容器加熱時の爆発危険性評価（実験）   

 ③ ＤＭＥ燃料供給時の安全性評価 
 ④ 廃棄時等の安全性評価 

・環境への拡散性（実験） 
 

２．燃料用ＤＭＥのスペックの検討 
 ＤＭＥのスペック（ＤＭＥ純度、水、メタノール等の不純物量など）は、利用の

みならず、流通においても問題がないかどうか、十分な検討が必要である。スペッ

クは、日本提案の国際規格として提案していく必要がある。 

 ① 各種製造法に関して不純物、量を調査検討 
 ② 燃焼性の検証試験 
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 ③ ＬＰガスとの混合利用の可能性検討 
 ④ 用途を想定したスペックの検討 
 ⑤ スペックの確立と国際規格への提案 
 
３．ＬＰガスインフラの転用実証 
ＬＰガスインフラを活用するためには、まず、現状のＬＰガスインフラについて、

構成、使用部材などの実態調査やＤＭＥを流通させる場合の条件等の調査を行うこ

とが必要である。また、現状の設備部材の材料評価を行い、ＤＭＥによる影響を調

査し、最終的には、実際のＬＰガスインフラを使用して、貯蔵・輸送・供給に係る

フィールドテストを実施し、転用可能性の検証を行う必要がある。 
 
 ① ＬＰガス設備の実態調査 

・製造施設、一般消費家庭等の設備、配管等に使用されている部材に関する調

査（シール材、ゴム材、プラスチック材（ポリエチレン管等）、金属材（アル

ミダイキャスト等）） 
 ② 現状の各種材料の評価 

・現状の各種材料の評価（ＤＭＥ、ＤＭＥ／ＬＰガス、ＤＭＥ＋不純物、のそ

れぞれのケースで評価） 
・再液化による材料への影響の調査（機器及び配管内におけるＤＭＥの再液化

現象の調査、また再液化による有機材料からの添加剤の抽出や物性の影響、

ドレンの発生について調査） 
 ③ 新規材料検討 
  ・兼用材料検討 
  ・長期耐久性試験 
 ④ ＬＰガスインフラ転用試験 
  ・既存設備使用の検討 

・各種設備転用試験 
・長期耐久性試験 

 ⑤ 機器の改良 
  ・ベーパライザ、ポンプ等の改良、開発 
  ・ガスメータ、ガス栓、ガス漏れ警報機の改良、開発 
 ⑥ ＬＰガスタンカーの課題調査 
 
４．利用技術の開発 
ＤＭＥの利用分野は、一般民生用、工業用、発電用、自動車用、都市ガス用、燃

料電池用と、多岐にわたると考えられる。それぞれの用途における利用機器につい

て技術課題の検討を行い、技術課題の解決したものから、逐次、実証試験を行って

いくことが必要である。また、それぞれの利用機器へのＤＭＥ燃料供給の最適設計、

実証試験も必要になる。 
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用途別の技術課題は、以下のとおりである。 
 

 ① 一般民生用 
  ・燃焼特性の把握（火炎形状、排ガス組成、不完全燃焼状態等） 

・各種燃焼機器（コンロ、給湯器等）との適合性 
・シール材の開発（他の用途でも同様） 

 ② 工業用 
・バーナ開発 
・ポンプ、コンプレッサの改造、開発 
・ベーパライザの改造、開発 

 ③ 発電用 
  ・石炭ボイラ代替（過熱器、バーナ、設備改造等） 

・ガスタービン（燃焼器、気化器、ポンプ、コンプレッサ改造等） 
・ディーゼルエンジン発電（噴射ポンプ開発等、自動車用に準じる） 

 ④ 自動車用 
・粘性向上剤の開発 
・燃料噴射系の改良 
・エンジン性能、排ガス特性の把握 

 ⑤ 都市ガス用 
・混合ガスでの最大燃焼速度特性の把握 
・最適な原料混合比率の選定（ＤＭＥ－ＬＰガス－空気） 

 ⑥ 燃料電池用 
・改質触媒、改質システムの開発 
・ＤＭＥ燃料電池の試作、検証試験 

 
５．法規制の整備 
 ＤＭＥの利用を円滑にするためには、製造、流通、利用の各分野にわたる十分な

技術的検討を踏まえ、保安の確保を前提に、技術基準等の法制面の整備を進めてい

く必要がある。 

 

 

 
６．導入支援策の整備 
ＤＭＥの導入を円滑に進めていくため、ＤＭＥの新エネルギーとしての位置付け

を明確にするとともに、導入初期における導入支援策の的確な実施が重要であり、

流通インフラ転換に対する支援、各種利用分野の導入に対する支援等が必要である。 

 
 
 



 26

 
 

ＤＭＥ検討会委員名簿 

 

座  長 後藤  新一  独立行政法人 産業技術総合研究所 

エネルギー利用研究部門 クリーン動力グループ長 

委  員 松橋  隆治  東京大学大学院  新領域創成科学研究科  環境学専攻 

助教授 

委  員 大野  陽太郎 日本鋼管株式会社  環境ソリューションセンター 

主席 ＤＭＥ事業推進グループ  マネージャー 

委  員 森    牧彦  岩谷産業株式会社  理事 

委  員 田村  秀樹  出光興産株式会社  ホームエネルギー部  販売二課 課長 

委  員 後藤  忠夫  日本石油ガス株式会社  販売部  部長 

委  員 水野  雅夫  三井石油株式会社  新事業開発室  室長 

委  員 大塚  寿   伊藤忠商事株式会社 エネルギー部門エネルギー開発部  

           開発担当部長 

委  員 本門  俊一  伊藤忠燃料株式会社  ガス部  部長 

委  員 佐々木隆伸  東京ガスエネルギー株式会社  産業営業部  部長 

委  員 御法川龍雄  社団法人日本エルピーガス連合会  参事 

委  員 榎本  欽一  社団法人日本エルピーガス供給機器工業会  専務理事 

委  員 谷沢  滋   日刊工業新聞社  編集局第二産業部  論説委員、編集委員 

 


